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国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認
定
証

　
　

歳
未
満
の
方
が
入
院
し
た
場
合
、

７０
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」（　

歳
か
ら

７０

　

歳
の
方
で
市
民
税
非
課
税
の
世
帯

７４は
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
」）を
医
療
機
関
に
提
示
す

る
こ
と
で
、
入
院
時
の
医
療
費
の
減

額
な
ど
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

持
参
す
る
も
の

・
印
か
ん
（
ゴ
ム
印
を
除
く
）

・
国
民
健
康
保
険
証

・
入
院
日
数
の
わ
か
る
領
収
書
な
ど

（
市
民
税
非
課
税
世
帯
で
過
去
１
年

の
内　

日
以
上
入
院
の
場
合
の
み
）

９０

※
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
の
交
付

は
、
国
保
税
の
滞
納
が
な
い
世
帯
が

対
象
と
な
り
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証

　

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
を

お
使
い
の
方
で
、
世
帯
全
員
が
市
民

税
非
課
税
の
場
合
、
入
院
時
の
医
療

費
お
よ
び
食
事
代
の
減
額
な
ど
が
受

け
ら
れ
ま
す
が
、
認
定
証
が
必
要
な

の
で
、
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

持
参
す
る
も
の

・
印
か
ん
（
ゴ
ム
印
を
除
く
）

・
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

・
入
院
日
数
の
わ
か
る
領
収
書
な
ど

（
過
去
１
年
の
内　

日
以
上
入
院
の

９０

場
合
の
み
）

問 　

保
険
年
金
課
（
内
線　

・　

・

４７４

６４８

　

）・
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
・
各

４７２支
所

　事業の倒産または世帯主の疾

病・解雇などで、今年の所得が

前年より急激に減少した場合、

国民健康保険税の減免を申請す

ることができます。

　申請には、平成21年１月から

12月までの見積所得金額を確

認する必要があります。申請時

までに得た所得と申請後の見積

所得が分かる資料と印かんを持

参し、納期限の10日前までに申

請してください。

申・問　保険年金課（内線249・

275・649）・各総合支所市民生

活課

国民健康保険税の
減免申請はお早めに！

認
定
証
の
更
新
は
８
月
３
日
か
ら

受
け
付
け
し
ま
す

　

現
在
、
認
定
証
を
お
持
ち
の
方
は
有
効
期
限
が
７
月　

日
で
す
の

31

で
、
更
新
の
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税
の

納
入
通
知
書
を
お
届
け
し
ま
す

　

平
成　

年
中
の
所
得
に
基
づ
き
、

20

保
険
料
を
計
算
し
、
８
月
中
旬
に
平

成　

年
度
国
民
健
康
保
険
税
納
入
通

21
知
書
を
郵
送
し
ま
す
。

　

な
お
、
平
成　

年
度
の
国
民
健
康

21

保
険
税
率
は
、
合
併
時
の
協
定
に
基

づ
き
旧
１
市
６
町
ご
と
の
不
均
一
課

税
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

納
税
通
知
書
が
届
か
な
い
な
ど
不

明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
住
ま

い
の
地
区
の
国
保
税
担
当
窓
口
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
・
問　

保
険
年
金
課（
内
線　

・　

・

249

275

　

）・
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

649就
学
援
助
制
度
の
ご
案
内

　

経
済
的
な
理
由
に
よ
り
、
就
学
が

困
難
と
認
め
ら
れ
る
児
童
生
徒
に
対

し
て
、
学
用
品
や
給
食
費
な
ど
の
就

学
に
必
要
な
経
費
の
一
部
を
援
助
す

る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

申
請
手
続
き
な
ど
詳
し
い
内
容
に

つ
い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　

各
学
校
・
教
育
総
務
課
（
内
線

　

）
604

●
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
る
方

（
特
別
徴
収
者
）

　
　

月
・　

月
・
２
月
の
年
金
か
ら

10

12

自
動
的
に
天
引
き
さ
れ
る
金
額
を
通

知
し
ま
す
。

　

な
お
、
今
年　

月
か
ら
新
規
に
年

10

金
か
ら
天
引
き
が
開
始
さ
れ
る
方
は
、

８
月
納
入
分
の
納
付
書
を
別
に
お
届

と
な
り
ま
す
。

※
介
護
保
険
料
の
段
階
区
分
・
保
険

料
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

※
８
月
中
旬
ご
ろ
ま
で
、
納
付
書
が

届
か
な
い
場
合
な
ど
不
明
な
点
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 　

介
護
保
険
課
（
内
線　

･　

）・

504

548

各
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

け
し
ま
す
の
で

納
め
忘
れ
の
な

い
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

●
納
付
書
・
口

座
振
替
な
ど
で

納
入
す
る
方

（
普
通
徴
収
者
）

　

８
月
・　

月
・

10

　

月
・
２
月
の

12４
回
で
納
入
す

る
納
付
書
を
お

届
け
し
ま
す
。

　

な
お
、
口
座

振
替
や
納
税
組

合
を
通
じ
て
納

入
す
る
方
は
金

額
だ
け
の
通
知

石巻市の介護保険料額

介護保険料
対象者段階

年　額月額割合

21,000 円1,750 円
基準額
×0.5

生活保護を受けている方、世帯全員が市民
税非課税で老齢福祉年金を受けている方

第１段階

本人および世帯全員が市民税非課税の方
（合計所得金額＋課税年金収入額が８０万円
以下の場合）

第２段階

31,500 円2,625 円
基準額
×0.75

本人および世帯全員が市民税非課税の方
（第２段階以外の方）

第３段階

36,700 円3,062 円
基準額
×0.875

（合計所得金額＋課税年
金収入額が８０万円以下）

本人が市民税非課
税の方
（世帯内に市民税課
税者がいる場合）

第４段階

42,000 円3,500 円基準額上記以外の方

52,500 円4,375 円
基準額
×1.25

本人が市民税課税の方
（合計所得金額が２００万円未満の場合）

第５段階

63,000 円5,250 円
基準額
×1.5

本人が市民税課税の方
（合計所得金額が２００万円以上の場合）

第６段階

　

平
成　

年
度
の
介
護
保
険
料
は
、
平
成　

年
度
の
市
民
税
課
税
内
容
が
決

21

21

定
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
暫
定
的
な
保
険
料
額
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
今

回
、
保
険
料
額
が
確
定
し
ま
し
た
の
で
、
決
定
通
知
書
を
お
届
け
し
ま
す
。

介介介介介介介介介介
護護護護護護護護護護
保保保保保保保保保保
険険険険険険険険険険
料料料料料料料料料料

介
護
保
険
料（（（（（（（（（（
本本本本本本本本本本
算算算算算算算算算算
定定定定定定定定定定
））））））））））

（
本
算
定
）ののののののののののの

決決決決決決決決決決
定定定定定定定定定定
通通通通通通通通通通
知知知知知知知知知知
書書書書書書書書書書

決
定
通
知
書
をををををををををを
おおおおおおおおおお
を
お
届届届届届届届届届届届
けけけけけけけけけけ
しししししししししし
まままままままままま
すすすすすすすすすす

け
し
ま
す
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『
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
事
業
』会
員
募
集

　

こ
の
事
業
は
、
育
児
の
援
助
を
会
員
相
互
の
助
け
合
い
で
行
い
、
地
域

の
子
育
て
を
応
援
す
る
も
の
で
す
。「
お
子
さ
ん
を
預
か
っ
て
ほ
し
い

方
」
と
「
お
子
さ
ん
を
預
か
る
こ
と
が
で
き
る
方
」
が
そ
れ
ぞ
れ
会
員
と

な
り
、
市
民
同
士
で
支
え
合
う
子
育
て
援
助
活
動
で
す
。

子育て子育て
サポート！サポート！

★
協
力
会
員

　

協
力
会
員
に
な
る
方
は
、
活
動
で

き
る
日
時
を
登
録
し
ま
す
。

　

自
宅
で
子
ど
も
を
預
か
り
ま
す
が

専
用
の
保
育
室
な
ど
は
必
要
あ
り
ま

せ
ん
。
申
し
込
み
後
に
、
講
習
会

（
必
須
）
を
受
け
、
そ
の
後
、
会
員

と
し
て
登
録
に
な
り
ま
す
。

会
員
資
格　
　

歳
以
上
の
健
康
で
自

２０

宅
で
安
全
に
子
ど
も
を
預
か
る
こ
と

が
で
き
る
方
（
市
内
在
住
）

協
力
会
員
講
習
会

と　

き　

８
月　

日
�

１８

　
　
　
　

午
後
１
時　

分
〜
5
時

３０

と
こ
ろ　

石
巻
中
央
公
民
館
第
１
講

座
室

内　

容　

子
ど
も
と
の
関
わ
り
方
・

遊
び
方
、
病
気
と
ケ
ガ
、
事
業
概

要
に
つ
い
て

費　

用　

無
料

申
込
方
法　

８
月　

日
�
ま
で
中
央

１４

児
童
館
に
会
員
申
込
書
を
郵
送
し
て

く
だ
さ
い
。
申
込
書
類
は
、
中
央
児

童
館
ま
た
は
各
総
合
支
所
保
健
福
祉

課
に
て
配
布
し
ま
す
。

★
利
用
会
員

　

保
育
所
へ
お
迎
え
の
時
間
な
の
に

残
業
が
あ
っ
て
・
・
・
病
院
へ
行
き

た
い
け
ど
、
子
ど
も
は
ど
う
し
よ

う
・
・
・
と
思
っ
て
い
る
方
、「
石
巻

市
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
事
業
」
の

会
員
に
な
り
ま
せ
ん
か
。
利
用
頻
度

の
多
少
に
関
わ
ら
ず
安
心
し
て
加
入

で
き
ま
す
。

会
員
資
格　

お
お
む
ね
生
後
２
カ
月

か
ら
小
学
校
３
年
生
ま
で
の
子
ど
も

の
い
る
方
（
市
内
在
住
）

※
利
用
会
員
と
協
力
会
員
の
両
方
を

兼
ね
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

※
少
し
で
も
関
心
の
あ
る
方
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　

フ
ァ
ミ
リ
ー

　
　

サ
ポ
ー
ト
事
務
局

　
　

（
中
央
児
童
館
内
）

　
　

�　

－

7
4
0
7

２３

　

・
保
育
課

　
　

（
内
線　

）
５０２

乳
幼
児
医
療
費
助
成
受
給
資
格
登
録（
更
新
）の
手
続
き

　

こ
れ
ま
で
、
乳
幼
児
医
療
費
助
成

受
給
資
格
更
新
登
録
は
、
毎
年
８
月

中
に
更
新
登
録
の
申
請
を
し
て
い
ま

し
た
が
、
平
成　

年
４
月
１
日
か
ら
、

２０

所
得
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
に
同
意

し
た
受
給
者
の
方
は
、
翌
年
度
以
降

（
お
子
さ
ん
の
就
学
前
ま
で
）
の
手

続
き
を
省
略
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
こ
の
た
め
、
所
得
状
況
を
確

認
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
方
に
は
、

申
請
書
を
送
付
し
ま
せ
ん
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

○
登
録
（
更
新
）
の
対
象
に
な
る
方

　

市
内
に
住
所
を
有
す
る
、
平
成　
１５

年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
乳
幼

児
の
保
護
者
（
生
活
保
護
を
受
け
て

い
る
方
は
除
く
）

①
平
成　

年
４
月
１
日
以
降
、
登
録

２０

お
よ
び
更
新
申
請
し
た
方
で
、
所
得

状
況
を
確
認
す
る
こ
と
に
同
意
し
た

方
・
・→

手
続
き
の
必
要
は
あ
り
ま

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

せ
ん
。
平
成　

年
度
所
得
状
況
を
確

�
�

�
�

21

認
し
、
助
成
対
象
者
に
は
受
給
者
証
、

非
該
当
者
に
は
文
書
を
郵
送
し
ま
す
。

②
右
記
①
以
外
の
方
・
・→

８
月
５

日
�
ま
で
に
申
請
書
を
郵
送
し
ま
す

の
で
、
８
月　

日
�
ま
で
に
必
要
事

２４

項
を
記
入
の
上
、
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

申
請
受
付
場
所

　

保
険
年
金
課
、
各
総
合
支
所
市
民

生
活
課
、
各
支
所

持
参
す
る
も
の

・
健
康
保
険
証
（
お
子
さ
ん
の
名
前
が

入
っ
た
も
の
）

・
印
か
ん（
ゴ
ム
印
を
除
く
。認
印
可
）

※
平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、
石
巻

２１

市
に
住
所
を
有
し
て
い
な
い
保
護
者
の

方
は
、
前
住
所
地
か
ら
の
所
得
証
明

書
（
平
成　

年
度
分
）
ま
た
は
源
泉
徴

２１

収
票（
平
成　

年
分
）が
必
要
で
す
。

２０

※
郵
便
に
よ
る
申
請
も
可
能
で
す
。そ

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

の
際
は
お
子
さ
ん
の
健
康
保
険
証
の
コ

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ピ
ー
を
必
ず
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。（
お

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

使
い
の
受
給
者
証
は
同
封
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
）

※
所
得
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
に
同

意
さ
れ
な
い
方
は
、
所
得
証
明
書
な
ど

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問　

保
険
年
金
課
（
内
線　

）・
各
総

648

合
支
所
市
民
生
活
課
・
各
支
所

児童扶養手当、母子・父子医療費助成などの

更新手続きは忘れずに！

　現在、児童扶養手当、特別児童扶養手当、母子・

父子家庭医療費助成を受けている方は、毎年１回

現況届（所得状況届）の提出が必要です。該当者に

は通知しますので、忘れずに手続きをしてください。

と　き　８月１８日（火）から２４日（月）までの間の指

定された日（土・日は除く）

ところ　通知書に記載された会場となります。

※新たに申請する方は、随時受け付けます。

今月は児童扶養手当の支給月です

　児童扶養手当受給者で全部支給者および一部支

給者について、４月から７月までの４カ月分を８月

１１日（火）に指定の口座へ振り込みます。

問　子育て支援課（内線４２４・４２５）・各総合支所保健福祉課


